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柔道技で脳障害 書類送検 教諭「指導」と否認 生徒たち「やりすぎ」 

 
 

 

部活動中に生徒に柔道
の技を何度もかけ、脳挫
傷などのけがを負わせた
として、横浜市青葉区の
市立奈良中学校の男性教
諭（28）が傷害容疑で書
類送検された事件で、こ
の教諭が、帰宅中の生徒
を呼び止めたうえで練習
に参加させていたことが
県警の調べでわかった。
教諭は「生徒の態度が悪
く、矯正しようと思った
が、指導のつもりだった」
と容疑を否認している
が、最初からこの生徒に
目をつけてしごくつもり
だった疑いもあるとみて
調べている。 
 
調べでは、教諭は 02 年

に講道館杯日本体重別選
手権で優勝経験がある。
けがをした生徒は有段者
ではなかった。柔道部の
顧問を務める教諭はその
生徒を 6 分間にわたって
中学の格技場で技をかけ
続けたという。 

 県警によると、教諭は生徒に対し、連続的に高速で投げ続けた後、絞め技で落とした。
さらに覚醒後の意識がもうろうとした状況なのに休憩を与えず、受け身を取れる状況では
ないなかで再度投げ技をかけた。医師の診断の結果、教諭の柔道技により生徒が傷害を負
ったとみられるという。 
 生徒は現在も、記憶力などが低下する高次脳機能障害が残っている。県警は、教諭が稽
古に乗じて生徒を痛めつけようとしていた疑いが強いと判断し、業務上過失傷害容疑では
なく傷害容疑で送検した。 
 調べでは、3 年生の部員は高校総体後に引退し、下級生の稽古の手伝いを任されていた。
しかし、この生徒は稽古の手伝いを断り、けがをさせられた 04 年 12 月 24 日は、下校中に
教諭に呼び止められ、練習に参加させられていたという。練習中に周りにいた柔道部の生
徒たちも、県警の聴取に対し、「明らかに指導の範疇ではなく、やり過ぎだと感じた」と話
しているという。 
 



「不法行為でない」一転「捜査の通りだろう」 横浜市教委、不備認める 

 
現職教諭が傷害容疑で書類送検されたことを受け、横浜市教育委員会は 2 日午前、「市教委
の調査では教諭に傷害や業務上過失傷害などは確認できなかった。警察は違った判断をし
たがいまも教諭に不法行為などはなかったと認識している。司法の判断を見守っていきた
い」と渡辺憲司小中学校教育課児童・生徒指導担当課長がコメントした。 
 しかし、その 4 時間半後には、近藤昭一児童・生徒指導担当部長が記者会見を開き、「捜
査権限を持った警官が十分に調べた結果なのだから、その通りなのだろう」と延べ、司法
判断が出るまで男性教諭を担任から外し、柔道部顧問として生徒指導をさせない方針を明
らかにした。ただ、教諭の処分については司法判断を待って対応するという。 
 市教委は問題発覚後、伯井美徳教育長（当時）が、教諭の行為を「適正な指導計画に基
づく指導」と判断し、同じ学校の柔道部の顧問を続けさせていた。 
 教諭は市教委の調査の対しては「生徒に柔道の技術的指導をしていただけで、しつけや
懲罰的な意図はまったくなかった」と答えていたという。県警の捜査内容と市教委の調査
結果が違ったことについて、近藤部長は「市教委だけでは結論を導き出せなかった調査の
短さを思い知る」と対応に不備があったことを認めた。 
 今回の書類送検に、男子生徒の父親（69）は「生きるか死ぬかの事故だったにもかかわ
らず、学校や教育委員会は原因を教えてくれなかった。正直に真実を言ってほしい」と朝
日新聞の取材に語った。 
 横浜市教委が 04 年度以降、体罰を理由に懲戒処分をした事例は 13 件あり、最も重い処
分は 6 ヵ月の停職処分だった。停職 2～3 ヶ月が計 4 件、減給 1～6 ヶ月が計 5 件で、戒告
が 3 件あった。 
 
 
〇横浜市立奈良中の傷害事件の経緯 
04 年 12 月 柔道部の練習中、3 年（15）の男子生徒が男性教諭（26）から技をかけられ

た後倒れ大学病院の共鳴センターに搬送。急性硬膜下出欠腫と脳挫傷など
と診断。年齢はいずれも当時 

06 年  ２月 横浜市議会の委員会で民主党員が取り上げる。伯井美徳教育長（当時）は「適
正な指導がおこなわれたと認識している。治療した主治医は絞め技と傷病
発生の因果関係はないとの見解。生徒の問題行動への懲らしめとしてのし
ごきのような過度の練習がおこなわれた事実の把握はない」と教諭の責任
を否認 

       ３月 市議会議事録で伯井美徳教育長の発言を読んだ主治医が「『けがは投げ技に
よる可能性が高いが、判断はできない』と市教委には説明したのに都合の
良い部分しか取り上げていない」と朝日新聞の取材に 

07 年 ２月 男子生徒と両親が「高次脳機能障害が残った」と、教諭を傷害容疑で告訴 
    ７月 県警は体罰と判断し、教諭を傷害容疑で横浜地検に書類送検。教諭は「生徒

の態度が悪く矯正しようと思ったが、指導のつもりだった」と容疑を否認 
 
（※本文は新聞の内容を忠実に転記しています） 


